
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この実施要領の内容をご理解の上、お申込みください。 

 

 

 

開札日時：令和8 年２月27 日（金） 午前10 時 

 

開札場所：帯広市西24 条北4 丁目１番地5 

     十勝圏複合事務組合 くりりんセンター会議室 

 

十勝圏複合事務組合 総務課 

電話（直通）：０１５５－３７－３４９１ 

Ｆ  Ａ  Ｘ：０１５５－３７－３４９４ 

Mail : soumuka@tokachiken.hokkaido.jp 

十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札 

実施要領（土地） 

令和７年度 
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十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札について（概要） 

１ 本入札は郵便入札で行います。必要書類は郵送又は持参により提出してください。 

２ 法人でも個人でも入札に参加できます。 

【ⅰ 参加申込み及び関係書類の提出 3-4ページ参照】 

入札の告示文やこの実施要領をよく読み、申込期間内に郵送又

は持参により必要書類を提出してください。 

[申込期間] 

令和８年１月９日（金）から 

令和８年１月30日（金） 

午後5時30分まで 

▼ 

【ⅱ 入札参加資格審査通知書等の送付 4-５ページ参照】 

入札参加資格の審査後、入札参加者へ入札参加資格審査通知書

と、入札書等所定の様式を送付します。 

[書類送付期限] 

令和８年２月６日（金）まで 

▼ 

【ⅲ 入札保証金の納入 5ページ参照】 

上記「ⅱ」同封の「納入通知書兼領収書」により、納入期限ま

でに十勝圏複合事務組合（以下「組合」という。）の指定金融機

関で入札保証金を納付してください。 

[納入期限] 

令和8年２月26日（木）まで 

▼ 

【ⅳ 必要書類（入札書等）の提出 6-7ページ参照】 

入札参加者は、入札書を封入し、領収書（金融機関の領収日付

印が押印されたもの）の写し等の必要書類を添えて、到達期限ま

でに郵送又は持参により、提出してください。 

[入札書等の到達期限] 

令和8年２月26日（木） 

午後5時30分まで 

▼ 

【ⅴ 開札 7-8ページ参照】 

 有効な入札のうち、最低売却価格以上かつ最高の価格で入札さ

れた方を落札者として決定します。 

※ 開札結果は組合ホームページに掲載します。 

[開札日時・場所]  

令和8年２月27日(金） 

午前10時 

くりりんセンター 会議室 

▼ 

【ⅵ 落札決定通知書等の送付 8ページ参照】 

落札決定者に対し、組合から落札決定通知書等を送付します。 

[送付日] 

令和8年３月６日（金） 

▼ 

【ⅶ 契約保証金の納入 ８-9ページ参照】 

落札者は、組合から送付する「納入通知書兼領収書」により、納

入期限までに契約保証金を納入してください。 

[納入期限] 

契約締結期限まで 

▼ 
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【ⅷ 契約の締結 9ページ参照】 

期限までに売買契約を締結します。 

[契約締結の期限] 

令和8年３月12日（木）まで 

▼ 

【ⅸ 売買代金の納入 ９ページ参照】 

契約締結時にお渡しする「納入通知書兼領収書」により、納入

期限までに売買代金を納入してください。 

[納入期限] 

売買代金：契約日を含めて20日以内 

▼ 

【ⅹ 所有権移転の登記及び物件の引渡し 9ページ参照】 

 売買代金の完納後、組合が所有権移転の登記を行います（費用は落札者の負担）。所有権移転登記完了

後、登記完了証及び登記識別情報通知書をお渡しし、両者の定める日に受渡書を取り交わしの上、物件を

引き渡します。 
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１．入札物件一覧 

物件番号 区分 所  在  地  番 地目・構造 面積 最低売却価格 

1 土地 
音更町字万年西1 線 

19   番 2 山林 28,681 ㎡ 

743,000 円 

21 番 8 山林 2,112 ㎡  

21 番35 山林 552 ㎡ 

21 番38 山林 521 ㎡ 

21 番40 山林 56 ㎡ 

音更町字万年西2 線 20  番 1 山林 5,242 ㎡ 

2 土地 音更町字万年西2 線 
20 番11 山林 37,636 ㎡ 

1,440,000 円 
22 番 4 山林 3,612 ㎡ 

 

２．参加申込み 

(1) 入札参加資格 

  以下の参加資格全てを満たす方が入札に参加できます。 

  ① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。 

  ② 売買代金及び契約諸費用を十勝圏複合事務組合（以下「組合」という。）の指定する期日までに納 

     入できること。 

  ③ 会社更生法（平成14年法律第154号）による更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再  

     生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者等、経営状態が著 

     しく不健全な者でないこと。 

  ④ 組合が準用する帯広市暴力団排除条例（平成25年条例第29号）第2条第1号に規定する暴力団、  

     同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当する者でないこ 

     と。 

  ⑤ 下記のいずれかの団体の地域に住民票がある個人、又は同地域内に本店、支店若しくは営業所（以  

   下「支店等」という。）を有する法人であること。 

   ・音更町万年地域町内会長会  

   ・音更町東士狩地区連絡協議会 

   ・音更町上然別連合会 

   ・音更町然別地域連絡協議会 

 

(2) 提出書類 

  申込期間中に、以下に示す書類を提出してください。①～②の様式は、組合総務課で配布するほか、

組合ホームページからも取得できます。 

〈法人でお申込みの場合〉 〈個人でお申込みの場合〉 

① 入札参加申込書 ① 入札参加申込書 

② 誓約書 ② 誓約書 

③ 法人登記事項証明書（※１、※２） 
（本社又は本店の所在地が分かるもの） 

③ 身分証明書（※２、※３） 
（本籍地の市区町村長が発行したもの） 
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※１ 音更町（以下「町」という。）内に支店等を有する法人が、町外の本店、本社から参加を申し込

む際、法人登記事項証明書で支店等の所在が確認できないときは、町内に支店等の所在があること

を示す法人のホームページの写し等、関係性が分かる資料を別途提出してください。 

※２ 発行後3か月以内のもので、写し可。 

※３ 本籍地の市区町村に請求し、取得してください（運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認

書類とは異なります。）。 

 

(3) 申込期間 

令和８年１月９日（金）から令和８年１月30日（金）までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く毎日、午前8時45分

から午後5時30分まで。 

※ 郵送での申込みの場合も、上記期限必着とします。 

 

(4) 提出場所 

 〒080-2464 帯広市西24条北4丁目1番地5 

 十勝圏複合事務組合 総務課 

 電 話 0155-37-3491（直通） 

 ＦＡＸ 0155-37-3494 

 

(5) 提出方法 

 郵送又は持参によりお申込みください。 

 

(6) その他 

 参加申込みを申込期間中に行わなかった方及び入札参加資格があると認められなかった方は、入札に

参加することができません。 

 入札参加申込書に記載された内容は、売買契約書及び所有権移転登記においてもそのまま適用します

ので、ご留意ください（記載内容の変更はできません）。 

 

３．入札参加資格審査通知書等の送付 

入札参加の申込受付後、入札参加資格を審査の上、その審査結果として審査通知書を送付します。 

 

(1) 送付書類 

① 条件付き一般競争入札参加資格審査通知書 

② 納入通知書兼領収書（入札保証金の納入に必要な納付書となります） 

③ 入札書 

④ 入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書（入札保証金の返還に必要となります） 

⑤ 郵便入札開札立会申込書（開札の立会を希望される方のみ） 

※ ③、④、⑤の様式は、組合ホームページからも取得できます。 

 

(2) 書類送付期限  

令和８年２月６日（金）までに発送します。 
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(3) 入札参加資格があると認められなかった方への理由の説明 

入札参加資格がないと通知を受けた方は、その理由について説明を求めることができます。この場合、

令和8年２月19日（木）までに組合長（提出場所：「２．参加申込み」の(4)のとおり）に対し、その

旨を記載した書面（任意様式）を郵送又は持参により提出してください（ＦＡＸによる提出は受け付け

ません）。説明を求められた方に対し、令和8年２月25日（水）までに書面により回答します。 

 

４．入札保証金の納入 

  入札に参加される方は、入札保証金の納入が必要です。 

 

(1) 入札保証金額 

  入札金額の100分の5以上に相当する金額を入札保証金として、入札参加申込書に記載してください。 

（入札予定金額が750,000円である場合の例） 

  （入札予定金額）              （入札保証金） 

   750,000円   ×   5／100  ＝  37,500円以上 

※ 100分の5ちょうどの額でなくて結構です。 

 

(2) 納入方法及び期限 

  組合から送付される「納入通知書兼領収書」により、令和8年２月26日（木）までに指定する金融機

関で納入してください。 

また、入札保証金を納入したことが確認できるよう、金融機関の領収日付印が押印された納入通知書

兼領収書の写しを「入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書」の裏面に貼付してください。 

 

(3) 入札保証金の充当（落札者） 

  落札者が納入した入札保証金は、契約締結時に契約保証金に充当します。 

 

(4) 入札保証金の帰属（落札者） 

  落札者が契約締結期限の令和8年３月12日（木）までに落札物件の売買契約を締結しない場合、入札

保証金は組合に帰属することとなりますのでご注意ください。 

 

(5) 入札保証金の返還（落札者以外） 

  落札者以外の方が納入した入札保証金は、開札終了後、ご提出いただいた「入札保証金返還請求書兼

口座振込依頼書」で指定された口座に振り込みます。 

入札保証金の返還に当たり、利息は付しません。また、開札後、返還までに2週間程度の期間を要し

ますので、ご了承ください。 

 

５．物件説明会及び現地確認 

  物件説明会は実施しません。現地を直接ご確認ください。 

  物件の詳細につきましては、組合ホームページに掲載中の物件説明書をご確認ください。なお、不明

な点につきましては、「６.入札に対する質問」に記載の方法でお問合せください。 
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６．入札に対する質問 
(1) 提出方法 

「質疑書（21ページ）」を電子メール、郵送、ＦＡＸ又は持参により提出してください。 

※ 電話による質問は受け付けておりません。 

 

(2) 提出場所及び期限 

「２.参加申込み」の(4)に示した提出場所へ、令和8年２月19日(木）までに提出してください。 

※ 電子メールの場合は、 soumuka@tokachiken.hokkaido.jp へ送信してください。 

 

(3) 質問への回答 

質問に対する回答は、随時、組合ホームページに掲載します。 

※ 質問の内容によっては、回答に時間を要する場合があります。 

 

７．入札書等の提出 

「４.入札保証金の納入」に示す納入期限までに入札保証金を納入していただいた上で、以下の提出書

類をご提出ください。 

 

(1) 提出書類 

① 入札書 

② 入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書（裏面に③を貼付してください） 

③ 金融機関の領収日付印が押印された納入通知書兼領収書の写し 

④ ②で記入した口座情報が確認できる書類（通帳等）の写し 

※ ①、②の様式は、入札参加資格審査後に送付しますが、組合ホームページからも取得できます。 

 

(2) 到達期限 

令和8年２月26日（木） 午後5時30分まで 

※ 土曜日、日曜日、休日は除きます。 

※ 郵送での提出の場合も、上記期限必着とします。 

 

(3) 提出場所 

 「２.参加申込み」の(4)のとおり。 

 

(4) 提出方法 

郵送又は持参により提出してください。 

郵送される場合は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスにより、到達期限までに送

付してください。 

〈注意事項〉 

提出書類①の入札書を封入した封筒 と 入札書以外の提出書類を外封筒 に入れ、郵送してください。 

郵送用の外封筒：入札の件名と開札日を記載するとともに、入札書在中の旨を朱書きしてください。 

※ 封筒の記入方法は15、16ページをご確認ください。 
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(5) 入札書提出に当たっての注意事項 

① 土地の売買に係る消費税及び地方消費税は非課税となるため、入札書には購入希望金額をそのまま

記載してください。また、入札書に記入した金額が、入札保証金の20倍を超える金額とならない

ようご注意ください。 

② 一度提出した入札書は、いかなる理由があっても書き換え、引き換え又は撤回することはできませ

ん。 

③ 期日までに入札書の提出が無い方及び入札保証金の納入が確認できない方は、入札を辞退したもの

とみなします。 

 

(6) 無効となる入札 

① 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 

② 入札書の記載金額を加除訂正した入札 

③ 入札書に記名、押印のない入札 

④ 入札保証金が期日までに納入されていない者の入札 

⑤ 入札保証金が不足する入札（入札保証金の20倍を超える金額を記入した入札） 

⑥ 1人の入札者が同一物件について2以上の入札をしたときの入札 

⑦ 入札者が同一物件について他の入札者の代理をしたときの双方の入札 

⑧ 所定の日時までに到着又は提出されなかったもの 

⑨ その他入札に関し不正行為のあった者のした入札 

⑩ 入札に参加する資格のない者のした入札 

⑪ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

８．入札の辞退 

入札参加申込後に入札を辞退する場合は、入札書等の到達期限までに「入札参加辞退届（22ページ）」

を入札参加資格審査後に送付した「納入通知書兼領収書」とともに「２.参加申込み」の(4)に示した提

出場所に提出してください。 

入札書の提出前に入札を辞退しても、これを理由とした不利益な扱いを受けるものではありません。

なお、落札決定後の契約辞退については、納付した入札保証金が組合に帰属するほか、今後実施する組

合所有財産の売払いの入札に参加できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 

 

９．開札及び落札者の決定 

(1) 開札 

 開札日時：令和8年２月27日（金） 午前10時 

 開札場所：帯広市西24条北４丁目１番地５ 十勝圏複合事務組合 くりりんセンター会議室 

 開札は、立会者の面前で行います。入札者又はその代理人等の立会者が開札に立ち会うことができな

いときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせます。 

 

(2) 開札の立会い 

  開札の立会を希望される場合は、「郵便入札開札立会申込書（23ページ）」を令和8年２月26日

（木） 午後5時30分までに「２．参加申込み」の(4)まで、郵送、持参又はFAXのいずれかの方法に

より提出してください（立会は任意です）。 
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(3) 落札者の決定 

 有効な入札のうち、最低売却価格以上かつ最高の価格で入札された方を落札者とします。 

 なお、開札の結果として、落札者（落札者が個人の場合は「個人」（個人名は表記しません）、法人

の場合は法人名を表記します）及び落札金額を組合ホームページで公表します。 

 

(4) 同価格の落札 

 最低売却価格以上で落札者となる最高価格の入札が2者以上あるときは、その旨を当該入札者に通知

した上で、くじ引き（あみだくじ）によって落札者を決定します。この際、くじ引きを辞退することは

できません。当該入札者の立会者が開札に参加していない場合は、くじ引きに参加する者を電話で確認

し、参加希望が無ければ、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。 

なお、当該入札者の立会者が開札に立ち会っているときは、入札者の代わりに立会者がくじを引きます。 

 

(5) 再度の入札 

 最低売却価格を公表していることから、再度の入札は行いません。 

 

(6) 開札結果の通知 

  開札後、立会者が立ち会っていない入札参加者に対し、電話で開札結果を通知します。 

 

1０．落札決定通知書等の送付 

落札者決定後、落札者に対し以下の書類を送付するとともに、今後の契約手続きなどの説明を行います。 

 

(1) 送付書類 

① 落札決定通知書 

② 納入通知書兼領収書（契約保証金の納入に必要な納付書になります） 

③ 組合所有財産売買契約書(案) （17ページから20ページに掲載しています） 

 

(2) 送付日 

令和8年３月６日（金） 

 

1１．契約保証金の納入 

(1) 契約保証金額 

売買代金の100分の10に相当する金額（10,000円未満の端数は切り上げ） 

（売買代金が755,000円となる場合の例） 

  （売買代金）             （契約保証金） 

  755,000円 × 10／100 ≒ 80,000円 （端数の5,500円は切り上げ） 

※ 土地の売買に係る消費税及び地方消費税は非課税となるため、落札価格が売買代金となります。 

※ 事前に納入済みの入札保証金は、契約保証金に充当します。売買代金の10％以上の入札保証金

を納入している場合は、契約保証金の納入は必要ありません（契約保証金として必要な金額を超える

分の入札保証金についても、契約保証金として扱います。）。 
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(2) 契約保証金の納入方法及び期限 

  落札決定通知時に組合が発行する納入通知書兼領収書により、契約締結の期限までに指定する金融機

関で納入してください。また、その際、交付された納入通知書兼領収書の写しを組合に提出してくださ

い。 

 

(3) 契約保証金の充当 

  落札者が納入した契約保証金は、売買代金に充当します。 

 

(4) 契約保証金の帰属 

 売買代金と契約保証金との差額の全てが契約締結日を含めて20日以内に支払われなかった場合、契約

保証金は、組合に帰属することになりますのでご注意ください。 

 

1２．契約の締結 

落札者は、「10.落札決定通知書等の送付」にある組合所有財産売買契約書(案)の様式により、下記の

期限までに売買契約を締結します。 

 

(1) 契約締結の期限 

令和8年３月12日（木）まで 

 

(2) 契約締結をする場所 

 「２.参加申込み」の(4)のとおり。 

 

(3) 契約締結に要する費用 

 契約締結に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担となります。 

 

1３．売買代金の納入 

  売買代金と契約保証金との差額を、組合が発行する納入通知書兼領収書により、契約締結日を含めて

20日以内に納入してください。 

 

1４．所有権移転登記及び物件の引渡し 

(1) 物件の引渡し 

 売買代金が全額納付された時点で所有権が移転します。その後、両者の定める日に受渡書を取り交わ

しの上、物件を引き渡します。 

 

(2) 所有権移転登記 

 売買代金が全額納付されたことを確認した後、組合が所有権移転の登記を行いますが、登記に要する

費用（登録免許税等）は、全て落札者の負担となります。所有権移転登記完了後、登記完了証及び登記

識別情報通知書をお渡しします。 
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1５．その他の注意事項 

(1) 物件説明書をよくご確認いただいた上で、入札にご参加ください。なお、物件は現状有姿での引き渡  

 しとなりますので、必ず物件を確認してください。 
 

(2) 引渡し後、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」 

  という。）を発見しても、契約不適合について、組合は責任を負いません。ただし、落札物件を買い受け  

  た方が消費者契約法（平成12年法律第61号）第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追  

 完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内は 

 協議に応じます。 
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入 札 参 加 申 込 書 

 

令和８年  月  日 

 十勝圏複合事務組合 

組合長 米 沢 則 寿  様 

 

私は、下記の組合所有財産を買い受けたいので、令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一

般競争入札実施要領（土地）説明書を了承し入札の参加を申し込みます。 

申 

込 

者 

住所（所在地） 音更町○○町○○番地 

氏名（商号又は名称及び代表者名） 

及び押印 

 

○○○○株式会社 

代表取締役 十勝 太郎            印 

             

連絡先 Tel （０１５５）３７－３４９１ 

 

件 名 ： 令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地）  

開札日 ： 令和８年２月27日（金）  

 

１ 希望物件 

物件 
番号 所在地番 区分 地目 面積 （㎡） 最低売却価格 （円） 

＊ ＊＊＊＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊ 

２ 入札書の提出予定方法 ※ 現時点の予定で構いません 

□ 郵送       □ 持参 

３ 開札（令和８年２月27日（金））について 

□ 立会を希望する  □ 立会を希望しない ※ 立会を希望される場合は、立会申込書を送付します。 

４ 入札保証金額 ※入札額ではありません。 

金額 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

￥ * * * * * * * * 

※ 実施要領を確認し、入札金額の100分の5以上に相当する金額を記載してください。 

（添付書類チェックリスト） 

次の書類を添付してください。 

 〈法人〉□「誓約書」        〈個人〉□「誓約書」 

     □「法人登記事項証明書」      □「身分証明書」（本籍地の市区町村長が発行したもの）       

 

 

                   

１６. 関係書類の記入例 
提出日を記入してください。 

 

申込者の住所（所在地）、氏名（商号又は

名称及び代表者名）、連絡先を記入、押印

してください（登記事項証明書又は住民票

と同じ内容を記載してください）。 

物件ごとに印字されていますので、

この欄の記入は必要ありませんが、

内容をご確認ください。 

ご予定の項目にチェックしてください。 

提出書類の確認にご利用ください。 

入札金額の100分の5以上を

満たさない場合、入札が無効

となりますので、ご注意くだ

さい。 

最初の数字の前に「￥」を

記入してください。 
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誓  約  書 

 

私は、令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地）への参加にあたり、次のい

ずれにも該当する者ではないことを誓約します。 

上記の誓約に反することが明らかになった場合は、契約を取り消されても異存ありません。また、上記の誓約

内容を確認するため、組合が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。 

 

１ 十勝圏複合事務組合が準用する帯広市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団 

２ 十勝圏複合事務組合が準用する同条例同条第２号に規定する暴力団員 

３ 十勝圏複合事務組合が準用する同条例同条第３号に規定する暴力団関係事業者 

 

 

 

十勝圏複合事務組合 組合長 様 

令和８年  月  日 

 

住所（所 在 地）  音更町○○条○○丁目○番地 

（商号又は名称）  ○○○○株式会社 

氏名（代 表 者 名）  代表取締役 十勝 太郎   印 

生年月日（個人の場合に記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込者の住所（所在地）・氏名（商号又は

名称及び代表者名）を記入し、入札参加申

込書に使用した印鑑を押印してください。 

※入札参加申込書と同名義になります。 

記入例 

提出日を記入してください。 



- 13 - 

入  札  書 

 

 

件名：令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地） 

 

物件 
番号 所 在 地 番 区 分 登記地目 登記地積 （㎡） 最低売却価格 （円） 

＊ ＊＊＊＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊ 

 

 

 

金額 

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

￥ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 上記の金額をもって入札します。 

令和８年２月  日 

 

十勝圏複合事務組合 組合長 米 沢 則 寿  様 

 

 

              （入札者） 

                   住所（所 在 地） 音更町○○条○○丁目○番地     

                     （商 号 又 は 名 称） ○○○○株式会社  

氏名（代 表 者 名） 代表取締役 十勝 太郎     印 

 

【注意事項】 

１．インク、ボールペン等を使用し、わかりやすい書体で記入してください。 

２．入札金額は算用数字を使用し、最初の数字の前に「￥」を記入してください。 

３．入札金額を加除訂正した入札は無効となりますので、新たな用紙に書き直してください。 

４．実施要領の「無効となる入札」に該当しないことを確認の上、提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 
物件ごとに印字されていますので、

この欄の記入は必要ありませんが、

内容をご確認ください。 

最初の数字の前に「￥」を記

入してください。 

申込者の住所（所在地）、氏名

（商号又は名称及び代表者名）を

記入し、入札参加申込書に使用し

た印鑑を押印してください。 

※入札参加申込書と同名義になり

ます。 
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入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書 

令和  年  月  日 

十勝圏複合事務組合 組合長 米 沢 則 寿  様 

 

             入札者 

               住所（所 在 地）   音更町○○条○○丁目○番地     

                 （商 号 又 は 名 称）   ○○○○株式会社 

               氏名（代 表 者 名）   代表取締役 十勝 太郎       

 

 

請求金額 

（入札保証金の額） 

 

 件名：令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地）  

 

物件 

番号 
所 在 地 番 区 分 登記地目 登記地積 （㎡） 最低売却価格 （円） 

＊ ＊＊＊＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊ 

 

返還事由が生じた場合、上記入札保証金の返還を請求します。 

返還される入札保証金については、下記の口座に振り込んでください。 

金 融 機 関 名 

●●● 
銀  行  信用金庫 

労働金庫  信用組合 

農業協同組合 

▲▲ 本店 

支店 
金融機関CD ＊ ＊ ＊ ＊ 店番号 ＊ ＊ ＊ 

預 金 種 目 口 座 番 号 

普通   当座 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

ゆうちょ銀行 
記  号 ※ 番   号 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

※ 記号と番号の間に１桁の数字がない場合は空欄にする。 

口座名義カナ 

○○○○（カ ダイヒヨウトリシマリヤク トカチ タロウ 

 

※ 裏面には、金融機関の領収日付印が押印された、領収書の写しを糊付けして

ください。 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

 ￥ * * * * * * * 

印 

記入例 

物件ごとに印字され

ていますので、この

欄の記入は必要あり

ませんが、内容をご

確認ください。 

還付先の口座の情報を正確に記

入してください。 

申込者の住所（所在地）、氏名（商号

又は名称及び代表者名）を記入し、入

札参加申込書に使用した印鑑を押印し

てください。 

※入札参加申込書と同名義になります 

入札参加申込書に記載した金額を記

入してください。 

先頭に「￥」を記入してください。 

 

提出日を記入してください。 

代表者名まで記入してくださ

い。 
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■ 郵便入札における封筒の書き方 

郵送の場合、必ず入札用の封筒（中封筒）・郵送用の外封筒として二つの封筒を用意してください。 

※ 直接持参される場合は、入札用の封筒（中封筒）のみで構いません。 

 

郵送方法  一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスにより、到達期限（令和８年２月26

日（木） 午後５時30分）必着で送付してください。 

 

① 入札用の封筒（中封筒） 

入札件名「令和7年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地）」と物件番号、

申込者の氏名（商号又は名称 及び 代表者名）を記載してください。  

入札書のみを入れる封筒はなるべく長3封筒で作成し、一つの入札物件につき、一つの封筒に封入して

ください。 

※入札物件が複数となる場合は、入札物件数分の中封筒をご用意ください。 

※必ず糊付けして封入してください。 

 

      【記載例】 

 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件 

番号 

件
名
・
令
和
７
年
度
十
勝
圏
複
合
事
務
組
合
所
有
財
産
売
払

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
协
土
地
卐 

○○○○株式会社 

代表取締役 十勝 太郎 

１ 

入 

札 

書 

入札する物件番号を封筒にも記入

して下さい。 

入札書と同じ番号であることを確

認し、封入してください。 

記入例 

個人の場合は、氏名を

記入してください。 
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② 郵送用の外封筒 

入札件名「令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地）」と開札日を記

載するとともに、入札書在中の旨を朱書きしてください。  

※ 外封筒には、入札書が封入された中封筒と、その他の提出書類を入れて封入してください。 

※ 入札物件が複数となる場合、中封筒は入札物件数分必要ですが、外封筒は１枚に同封することが

可能です。 

※ 十勝圏複合事務組合総務課へ直接持参される場合は、外封筒は不要です。  

 

【記載例】 

 

 

 

  

 

 

 

           朱書き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯
広
市
西
24
条
北
４
丁
目
１
番
地
５ 

く
り
り
ん
セ
ン
タ
勖
内 

十
勝
圏
複
合
事
務
組
合 

総
務
課 

行 

入
札
書
在
中 

件
名
・
令
和
７
年
度
十
勝
圏
複
合
事
務
組
合
所
有
財
産
売
払
条
件

付
き
一
般
競
争
入
札
协
土
地
卐 

開札日 令和８年２月27日（金） 

差   音更町○○条○○丁目○番地 

出   ○○○○株式会社 

人   代表取締役 十勝 太郎 

０  ８  ０   ２ ４ ６ ４ 
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十勝圏複合事務組合所有財産売買契約書 

売渡人 十勝圏複合事務組合 （以下「甲」という。）と、買受人 ○○○○ （以下「乙」という。）とは、

次の条項により十勝圏複合事務組合所有財産の売買契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第2条 甲は、その所有する次の物件（以下「売買物件」という。）を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙は、こ

れを買い受けるものとする。 

区 分 所  在 地 番 登記地目 登記地積（㎡） 

＊ ＊＊＊＊＊ ＊ ＊ ＊ 

 

（売買代金） 

第3条 売買物件の代金は、 金 ○○,○○○,○○○円 とする。 

 

（契約保証金） 

第4条 契約保証金は 金 ○,○○○,○○○円 とする。 

2  前項の契約保証金には利息を付さない。 

3  甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金を売買代金に充当する。 

4  甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を甲に帰属させることができる。 

 

（売買代金の支払い） 

第5条 乙は、売買代金のうち前条第1項に定める契約保証金の額を除いた 金 ○○,○○○,○○○円 を、甲の

発行する納入通知書により令和８年○月○○日までに支払わなければならない。 

 

（遅延利息） 

第6条 乙は、前条に定める納入期限までに売買代金を支払わない場合には、売買代金に契約締結の日において

適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件（昭和24年大蔵省告示第991号）において定める割合を乗じ

て計算した金額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。 

 

（売買物件の所有権移転） 

第7条 売買物件（地上及び地下に存する全ての物件）の所有権は、乙が第3条に定める売買代金の支払いを完了

したときに、甲から乙に移転する。 

 

（売買物件の引渡し） 

第8条 甲は、乙が第3条に定める売買代金の支払い完了後、両者の定める日に、当該物件の引渡しを、受渡書に

より行うものとする。 

１７．十勝圏複合事務組合所有財産売買契約書（様式） 
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（所有権の移転登記） 

第9条 乙は、第7条の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに甲に対し所有権移転の登記を請求す

るものとし、甲はその請求を受けた後、速やかに所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

2  前項の所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（契約不適合責任） 

第10条 乙は、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約

不適合」という。）を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、

損害賠償の請求又は契約の解除（以下「履行の追完の請求等」という。）をすることができない。ただし、買

受人が消費者契約法（平成12年法律第61号）第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完の請求

等について、引渡しの日から2年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じる

ものとする。 

 

（危険負担） 

第11条 当該契約締結のときから引渡し前までにおいて、売買物件が滅失又はき損した場合、乙の責に帰すべき

事由がある場合を除き甲の負担とし、引渡し後に滅失又はき損した場合は、甲の責に帰すべき事由がある場合

を除き、乙の負担とする。 

 

（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第12条 乙は、売買物件を本契約の締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは法律の規定

に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これ

に類するものの用に供し、また、これらの用に供されていることを知りながら、売買物件の所有権を第

三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

 

（実地調査等） 

第13条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を

行うことができる。 

2  乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の

資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。 

3  乙は、正当な理由なく第1項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は前項に定める報告を怠

ってはならない。 

 

（違約金） 

第14条 乙は、第12条に定める義務に違反したときは、売買代金の100分の30に相当する金額を違約金とし

て甲に支払わなければならない。 

2  前項の違約金は、第19条に定める損害賠償額又はその一部と解釈しない。 

 

（契約の解除） 

第15条 甲は、乙が第12条の規定に違反したときは、催告をしないで、この契約を解除することができる。 

2  甲は、前項に規定する場合を除くほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定

めた上で相手方に対して催告し、当該期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 

（返還金等） 
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第16条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が第18条に定める義務を履行した後、乙が支払った第

3条に定める売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さないものとする。 

2  甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用は返還しない。 

 

（有益費等の放棄） 

第17条 甲は、第15条の規定によりこの契約を解除し、売買物件が返還されたときは、乙が売買物件に投じた費

用、有益費その他一切の費用を返還しない。 

 

（原状回復及び返還） 

第18条 乙は、第15条の規定によりこの契約を解除されたときは、甲の指示するところにより、自己の責任と負

担で、売買物件をこの契約締結時の原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が特に認めたと

きはこの限りではない。 

2  前項の場合において、乙は、滅失その他の理由により売買物件の全部又は一部を返還することができないと

きは、その損害賠償として甲の定める金額の支払いをもって返還に代えることができる。また、乙の責めに帰

すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を支払わなければならない。 

3  乙は、第1項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該土地の所有権移

転登記の承諾書その他必要な書類を甲に提出しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第19条 甲は、乙がこの契約に定める義務（第12条の場合を除く。）を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害賠償を請求できる。 

 

（返還金の相殺） 

第20条 甲は、第16条第1項により売買代金を返還する場合において、乙が第14条に定める違約金又は第18条第2

項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、当該金を返還金の一部又は全部と相

殺するものとする。 

 

（契約の費用） 

第21条 この契約の締結に要する費用は、一切乙の負担とする。 

 

（疑義等の決定） 

第22条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。 

 

（管轄裁判所） 

第23条 この契約に関する訴えは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 
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 この契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。 

 

  令和８年○月○○日 

 

 

甲  帯広市西24条北４丁目１番地５ 

                        十勝圏複合事務組合 

                        組合長  米 沢 則 寿     印 

 

 

                     乙  住所（所  在  地） 

                          （商号又は名称） 

                        氏名（代表者名）         印 
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質 疑 書 

 

令和  年  月  日 

 

 

                  申請者 

                   住所（所 在 地） 

                     （商号又は名称） 

                   氏名（代表者名） 

 

 

 件名： 令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地）  

 

質問事項 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 質問の内容によっては、時間を要する場合もございますので、ご了承ください。 

 

１８．質疑書（様式） 
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入 札 参 加 辞 退 届 

 

 

記 

 

件  名  令和７年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地） 

 

物件番号      

 

開 札 日 時   令和８年２月27日（金） 午前10時 

 

上記について入札参加の申込みをしましたが、下記の理由により辞退します。 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

十勝圏複合事務組合 

組合長 米沢 則寿  様 

 

 

住所（所 在 地） 

（商号又は名称） 

氏名（代表者名）                 印 

  

１９．入札参加辞退届（様式） 
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郵 便 入 札 開 札 立 会 申 込 書 

 

令和  年  月  日   
 

  十勝圏複合事務組合 

  組合長  米 沢 則 寿  様 
 

申込者  住所（所 在 地）  

        （商号又は名称）  

        氏名（代表者名）  

 

 

郵便入札にかかる開札の立会いをしますので、次のとおり申し込みます。 

なお、地方自治法施行令第167条の９の規定に基づき、くじ引きにより落札者を決定する場

合において、開札後、直ちに行われるくじ引きについては、立会者が行うことを申し出ます。 

 

記 

 

件    名 令和7年度十勝圏複合事務組合所有財産売払条件付き一般競争入札（土地） 

開 札 日 時 令和８年２月27日（金） 午前10時 

開 札 場 所 帯広市西24条北４丁目１番地５ 十勝圏複合事務組合くりりんセンター会議室 

立  会  者  

立会者の役職名  

 

注１ 法人で入札参加申込みをされた場合は、入札者に代わり入札者に常時雇用されている方が

開札に立ち会うことができます。 

その場合、入札者の代わりに立ち会う方の氏名及び雇用関係を「立会者」及び「立会者の

役職名」欄に記入してください。 

（入札者本人が立ち会う場合にも「立会者」及び「立会者の役職名」の記入をお願いします。） 

 ２ 本申込書を開札日前日（休日を除く）の午後5時30分までに、下記提出先に郵送、持参

又はＦＡＸのいずれかの方法により提出してください。 

≪提出先≫ 〒080-2464 帯広市西24条北４丁目１番地５ 

十勝圏複合事務組合 総務課 ＦＡＸ：0155-37-3494 

３ 本申込書に対する許可等の通知は特にしませんので、開札日時15分前までに開札場所にお

集まりください。 

４ 開札後、立会者の中から1名を指名し、入札結果の確認のため、郵便入札開札立会確認書

に署名をしていただくことがあります（印鑑は必要ありません）。 

 

２０．郵便入札開札立会申込書（様式） 


